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令 和 5 年 ３ 月 １ 日 

土 木 部 土 木 政 策 課 

 

名主の滝公園の再生整備について 

 

１ 要  旨  

  本公園は昭和 50 年に区立公園として開園後、40 年以上が経過し、

施設の老朽化が進んでいるため、現在閉鎖している名主の滝プール跡地

を含めた一体的な再生整備に向けた基本設計を行った。次年度より実施

設計に着手する。 

 

２ 現  況（経過等） 

  昭和３２年１２月  都市計画決定（建設省告示第１６８９号） 

  昭和３５年１１月  東京都立公園として全面公開される 

  昭和５０年 4 月  北区に移管されて区立公園となる 

  昭和６１・６２年度 大規模改修 

  平成３０年度    基本設計 

  令和 ２年度    基本修正設計 

  令和 ２年 ２月  事業認可取得（令和７年３月まで） 

  令和 ３年度    斜面地調査検討 

  令和 ４年度    基本設計（その２） 

 

３ 整備概要（別紙参照） 

  面   積：都市計画決定面積 約２.２ha 

       ：事業認可面積   約２.１ha 

 

園内を七つにゾーニングし、今の魅力ある歴史的な資源の保存、継承、

活用を図りながら、老朽化した設備の更新、移動円滑化、防災性の向上

の視点を加えて、回遊式庭園としての公園の個性や魅力を磨いて歴史的

な情景の創出を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

主な整備内容 

①  滝の復活（男滝、女滝、独鈷の滝、湧玉の滝） 

②  既存の石敷きや歴史資料の保存、活用 

③  茶室空間の再生 

④  土砂災害警戒区域における斜面地安定対策の実施 

⑤  樹木医の診断に基づく、みどりの保全・更新 

⑥  流れに沿った散策路のバリアフリー化 

⑦  プール跡地に広場を確保して、いっとき避難場所として活用 

⑧  主要生活道路としての三平坂の拡幅整備 

⑨  園内トイレのバリアフリー化 

⑩  誰もが遊べるインクルーシブ遊具の導入 

 

４ 今後の予定 

  令和５・６年度     実施設計委託 

  令和６・７・８・９年度 整備工事 

 
５ 案内図 

 

 


